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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の木構造をなす管状構造物を含む領域を撮影して得られたボリュームデータから
前記管状構造物を抽出する管状構造物抽出部と、
　前記ボリュームデータにおいて、内視鏡により前記管状構造物を経由して到達されるべ
き目標領域を決定する目標領域設定部と、
　前記管状構造物の経路上の点のうち、前記経路上の点が前記目標領域から所定範囲内に
位置するという第１の条件と、前記経路上の点から前記目標領域に向かう向きと、前記経
路上の点から前記管状構造物の経路の延びる向きのなす角度である判定角度が、少なくと
も鋭角の所定の角度である基準角度以下であるという第２の条件を満たす点を、前記内視
鏡の先端部が到達すべき目標点として抽出する目標点抽出部と、
　前記管状構造物中の所定の始点から前記抽出された目標点までの前記管状構造物の経路
を特定し、前記内視鏡を経由させるべき経路として決定する経路決定部とを備え、
　前記目標点抽出部は、前記目標点を、該点が位置する前記管状構造物の部分の径が、所
定の閾値より小さいという第３の条件をさらに満たす点とすることを特徴とする画像処理
装置。
【請求項２】
　前記第２の条件は、前記管状構造物の径が小さいほど前記基準角度が小さくなるように
、前記管状構造物の径に応じて前記基準角度を異ならせることを特徴とする請求項１記載
の画像処理装置。
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【請求項３】
　前記第２の条件において、前記管状構造物の径が、前記内視鏡の径の１倍以上の所定倍
率以上である場合には、前記基準角度として第１の基準角度が用いられ、前記管状構造物
の径が、前記内視鏡の径の前記所定倍率より小さい場合には、前記基準角度として前記第
１の基準角度より小さい第２の基準角度が用いられることを特徴とする請求項２に記載の
画像処理装置。
【請求項４】
　前記所定倍率は、前記内視鏡の径の１倍から１．５倍の範囲内の倍率であることを特徴
とする請求項３記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記第２の基準角度が、前記内視鏡の半画角より２．５度大きい角度以下の角度である
ことを特徴とする請求項３または４記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記目標点抽出部は、前記目標点を、該点が位置する前記管状構造物の部分が、前記管
状構造物の損傷を避けるべき所定の部分に属さないという第４の条件をさらに満たす点と
することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記目標点抽出部は、前記目標点を、該点と前記目標領域との間に障害物を有さないと
いう第５の条件をさらに満たす点とすることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項
に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記目標点抽出部は、前記管状構造物を区分する複数の区域のうち、前記目標領域と最
も近接する区域を特定し、特定された該区域内のみにおいて、前記目標点を抽出すること
を特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記管状構造物は気管支であることを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載
の画像処理装置。
【請求項１０】
　画像処理装置に実施させる画像処理方法であって、
被検体の木構造をなす管状構造物を含む領域を撮影して得られたボリュームデータから前
記管状構造物を抽出する管状構造物抽出ステップと、
前記ボリュームデータにおいて、内視鏡により前記管状構造物を経由して到達されるべき
目標領域を決定する目標領域設定ステップと、
前記管状構造物の経路上の点のうち、前記経路上の点が前記目標領域から所定範囲内に位
置するという第１の条件と、前記経路上の点から前記目標領域に向かう向きと、前記経路
上の点から前記管状構造物の経路の延びる向きのなす角度である判定角度が、少なくとも
鋭角の所定の角度である基準角度以下であるという第２の条件を満たす点を、前記内視鏡
の先端部が到達すべき目標点として抽出する目標点抽出ステップと、
前記管状構造物中の所定の始点から前記抽出された目標点までの前記管状構造物の経路を
特定し、前記内視鏡を経由させるべき経路として決定する経路決定ステップとを有し、
　前記目標点抽出ステップにおいて、前記目標点を、該点が位置する前記管状構造物の部
分の径が、所定の閾値より小さいという第３の条件をさらに満たす点とすることを特徴と
する画像処理方法。
【請求項１１】
　コンピュータに、
被検体の木構造をなす管状構造物を含む領域を撮影して得られたボリュームデータから前
記管状構造物を抽出する管状構造物抽出ステップと、
　前記ボリュームデータにおいて、内視鏡により前記管状構造物を経由して到達されるべ
き目標領域を決定する目標領域設定ステップと、
　前記管状構造物の経路上の点のうち、前記経路上の点が前記目標領域から所定範囲内に
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位置するという第１の条件と、前記経路上の点から前記目標領域に向かう向きと、前記経
路上の点から前記管状構造物の経路の延びる向きのなす角度である判定角度が、少なくと
も鋭角の所定の角度である基準角度以下であるという第２の条件を満たす点を、前記内視
鏡の先端部が到達すべき目標点として抽出する目標点抽出ステップと、
　前記管状構造物中の所定の始点から前記抽出された目標点までの前記管状構造物の経路
を特定し、前記内視鏡を経由させるべき経路として決定する経路決定ステップを実行させ
、
　前記目標点抽出ステップにおいて、前記目標点を、該点が位置する前記管状構造物の部
分の径が、所定の閾値より小さいという第３の条件をさらに満たす点とすることを特徴と
する画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３次元医用画像を用いて気管および気管支からなる管状構造物のような体内
の管路への内視鏡の挿入経路を抽出するための画像処理装置および画像処理方法、並びに
画像処理プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療現場では画像による診断が広く行われるようになり、Ｘ線ＣＴ（Computed T
omography）装置などで撮影された被検体の３次元画像データ（ボリュームデータ）を用
いて患部の診断が行われるようになってきた。例えば、胸部を撮影したボリュームデータ
にボリュームレンダリング処理を施すことにより気管と気管支から構成される管状構造物
の３次元画像を生成することができる。この管状構造物の３次元画像は、肺癌等が疑われ
る異常部の位置を３次元的に把握するのに利用され、その異常部の位置まで気管支内視鏡
を挿入し、異常部の観察や治療、あるいは、生検鉗子等で組織のサンプルを採取するなど
の各種の処置が行われる。
【０００３】
　しかし、気管支のような多段階に分岐する管路内を通って、気管支の末端に近い異常部
まで内視鏡の先端を到達させることは容易ではないため、内視鏡を気管や気管支から構成
される管状構造物に挿入する前に、管状構造物の３次元画像により、異常部の位置を確認
するとともに、異常部に所望のアクセスを実施するために内視鏡の先端部を位置させるべ
き目標点を設定し、その目標点までの経路を事前に決定しておくことが好ましい。このよ
うな内視鏡の経路の決定を支援するために、特許文献１および２のように、ボリュームデ
ータに基づいて気管支の３次元画像を作成し、３次元画像上で管路に沿って下気道の入り
口から目標領域まで到着する経路を抽出する方法が提案されている。
【０００４】
　また、特許文献３のように、罹患領域に気管支鏡を安全に到達させる経路を決定する指
針となるように、経路の長さや、気道の直径、気道間の接合角度など様々な観点に基づい
て、気管支の各部位について評点を算出する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９-０５６１４３号公報
【特許文献２】特開２００９-５１１１５５号公報
【特許文献３】特表２００９-５４２３７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、管状構造物の経路から内視鏡の先端部を目標領域に向けるために管状構造物内
で内視鏡の先端部を管状構造物の経路方向から大きく傾けると、管状構造物内で内視鏡の
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先端により管状構造物の内壁が押圧される場合があり、管状構造物に対する負担低減の観
点から好ましくなかった。しかしながら、特許文献１ないし３に開示された手法により決
定された経路の終点を目標点として用いると、目標点に内視鏡の先端部を位置させて異常
部などの目標領域に所望のアクセスを行う際、経路方向とは大きく異なる方向に目標領域
が位置する場合があり、このような場合には内視鏡の先端部を大きく管状構造物の経路方
向から傾ける必要があった。
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、内視鏡の先端部を管状構造物内で管状
構造物の経路方向から大きく傾けることによる被検体の管状構造物への負担を低減するよ
うに、内視鏡による治療や観察などを行う管状構造物の経路上の目標点を適切に抽出して
、管状構造物の経路を決定することが可能な画像処理装置およびその動作方法、並びに画
像処理プログラムを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の画像処理装置は、被検体の木構造をなす管状構造物を含む領域を撮影して得ら
れたボリュームデータから管状構造物を抽出する管状構造物抽出部と、ボリュームデータ
において、内視鏡により管状構造物を経由して到達されるべき目標領域を決定する目標領
域設定部と、管状構造物の経路上の点のうち、経路上の点が目標領域から所定範囲内に位
置するという第１の条件と、経路上の点から目標領域に向かう向きと、経路上の点から管
状構造物の経路の延びる向きのなす角度である判定角度が、少なくとも鋭角の所定の角度
である基準角度以下であるという第２の条件を満たす点を、内視鏡の先端部が到達すべき
目標点として抽出する目標点抽出部と、管状構造物中の所定の始点から抽出された目標点
までの管状構造物の経路を特定し、内視鏡を経由させるべき経路として決定する経路決定
部とを備えたことを特徴とするものである。
【０００９】
　本発明の上記の画像処理装置に実施させる画像処理方法は、被検体の木構造をなす管状
構造物を含む領域を撮影して得られたボリュームデータから管状構造物を抽出する管状構
造物抽出ステップと、ボリュームデータにおいて、内視鏡により管状構造物を経由して到
達されるべき目標領域を決定する目標領域設定ステップと、管状構造物の経路上の点のう
ち、経路上の点が目標領域から所定範囲内に位置するという第１の条件と、経路上の点か
ら目標領域に向かう向きと、経路上の点から管状構造物の経路の延びる向きのなす角度で
ある判定角度が、少なくとも鋭角の所定の角度である基準角度以下であるという第２の条
件を満たす点を、内視鏡の先端部が到達すべき目標点として抽出する目標点抽出ステップ
と、管状構造物中の所定の始点から抽出された目標点までの管状構造物の経路を特定し、
内視鏡を経由させるべき経路として決定する経路決定ステップとを有することを特徴とす
るものである。
【００１０】
　本発明の画像処理プログラムは、コンピュータに上記の画像処理方法を実行させること
を特徴とするものである。
【００１１】
　本発明において、「管状構造物」は木構造として表すことのできる被検体内の任意の構
造物であってよく、代表的には管状構造物が気管と気管支からなる管状構造物であること
が好ましい。
【００１２】
　本発明において、「管状構造物の経路」とは、内視鏡が管状構造物内を移動する経路と
なる管状構造の内腔を通る経路である。例えば、管状構造物の芯線を管状構造物の経路と
することができる。
【００１３】
　本発明において、「経路上の点が目標領域から所定範囲内に位置する」とは、経路上の
点と目標領域内の点との距離が所定範囲内であることを意味する。また、距離を算出する
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ために用いられる目標領域内の点は、目標領域内の点であれば任意に設定してよい。また
、所定範囲は、内視鏡の種類や、治療方法、目標領域の大きさに応じて任意に設定でき、
例えば、目標領域の切除などを目的とする場合には、目標領域の全部が内視鏡先端部から
の処置具の到達可能範囲に含まれるように所定範囲を設定することが好ましい。また、目
標領域への観察、投薬、目標領域のサンプル採取などを目的とする場合には、目標領域の
少なくとも一部が内視鏡先端部からの処置具の到達可能範囲に含まれるように所定範囲を
設定することが好ましい。このために、例えば、距離を算出するために用いられる目標領
域内の点を、目標領域内において経路上の点の最も近い位置に位置する点としてもよく、
目標領域内において経路上の点の最も遠い位置に位置する点としてもよく、目標領域の重
心や中心としてもよい。
【００１４】
　「経路上の点から目標領域に向かう向き」は、経路上の点から目標領域内の所定の点に
向かう向きを意味する。「経路上の点から目標領域に向かう向き」を算出するために用い
る所定の点は、目標領域内に位置するものであれば任意の点としてよい。例えば、「経路
上の点から目標領域に向かう向き」を算出するために用いる所定の点を、目標領域の重心
または中心としてもよく、目標領域のうち判定角度が最も大きくなる点としてもよく、目
標領域のうち判定角度が最も小さくなる点としてもよく、ユーザのマニュアル操作により
指定された点としてもよい。
【００１５】
　また、「経路上の点から管状構造物の経路の延びる向き」は、経路上の点において管状
構造物の経路に沿って管状構造物の始点から離れる向きを意味する。
【００１６】
　また、「基準角度」は、鋭角の範囲内で内視鏡の先端部を管状構造物の経路方向から傾
けることによる管状構造物の負担を十分低減可能な任意の角度を設定してよい。また、任
意の条件に応じて基準角度を複数設けてもよい。
【００１７】
　例えば、本発明に係る画像処理装置において、第２の条件は、管状構造物の径が小さい
ほど基準角度が小さくなるように、管状構造物の径に応じて基準角度を異ならせることが
好ましい。
【００１８】
　また、上記場合に、管状構造物の径が、内視鏡の径の１倍以上の所定倍率以上である場
合には、基準角度として第１の基準角度が用いられ、管状構造物の径が、内視鏡の径の所
定倍率より小さい場合には、基準角度として第１の基準角度より小さい第２の基準角度が
用いられることが好ましい。この場合に、所定倍率を内視鏡の１倍以上であれば任意の倍
率とすることができ、例えば、内視鏡の外径と管状構造物の内径がほぼ等しくなる倍率と
することが好ましく、所定倍率を、内視鏡の径の１倍から１．５倍の範囲内の倍率である
ことが好ましく、内視鏡の径の１倍から１．３倍の範囲内の倍率であることが更に好まし
く、内視鏡の径の１倍から１．１倍の範囲内の倍率であることが好ましく、内視鏡の径の
１倍から１．０５倍の範囲内の倍率としてもよい。また、同場合には、例えば、また、第
１の基準角度および第２の基準角度を、内視鏡先端部を管状構造物の経路から傾けること
による管状構造物に対する負担を十分小さくでき、かつ、第１の基準角度より第２の基準
角度が小さい範囲内であれば、任意に決定してよい。例えば、第２の基準角度を、内視鏡
の半画角より２．５度大きい角度以下の角度とすることが好ましく、第２の基準角度を内
視鏡の半画角以下にすることが好ましい。また、この場合に第１の基準角度を、内視鏡の
半画角より５度大きい角度以下の角度としてもよい。
【００１９】
　また、目標点抽出部は、目標点を、その点が位置する管状構造物の部分の径が、所定の
閾値より小さいという第３の条件をさらに満たす点とすることが好ましい。例えば、気管
と気管支からなる管状構造物（以下、気管構造物と記載する。）であれば、所定の閾値を
、損傷を避けるべき部位である気管または主気管支の径とすることが好ましい。
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【００２０】
　また、目標点抽出部は、目標点を、その点が位置する管状構造物の部分が、管状構造物
の損傷を避けるべき所定の部分に属さないという第４の条件をさらに満たす点とすること
が好ましい。例えば、気管構造物であれば、所定の部分を、損傷を避けるべき部位である
気管または主気管支とすることが好ましい。
【００２１】
　また、目標点抽出部は、目標点を、その点と目標領域との間に障害物を有さないという
第５の条件をさらに満たす点とすることが好ましい。例えば、気管構造物であれば、目標
点と目標領域の間に、損傷を避けるべき部位である葉間膜が障害物として位置しないとい
う条件を満たすことが好ましい。
【００２２】
　また、目標点抽出部は、管状構造物を区分する複数の区域のうち、目標領域と最も近接
する区域を特定し、特定された区域内のみにおいて、目標点を抽出することが好ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の画像処理装置および画像処理方法並びに画像処理プログラムによれば、被検体
の木構造をなす管状構造物を含む領域を撮影して得られたボリュームデータから管状構造
物を抽出し、ボリュームデータにおいて、内視鏡により管状構造物を経由して到達される
べき目標領域を決定し、管状構造物の経路上の点のうち、経路上の点が目標領域から所定
範囲内に位置するという第１の条件と、経路上の点から目標領域に向かう向きと、経路上
の点から管状構造物の経路の延びる向きのなす角度である判定角度が、少なくとも鋭角の
所定の角度である基準角度以下であるという第２の条件を満たす点を、内視鏡の先端部が
到達すべき目標点として抽出し、管状構造物中の所定の始点から抽出された目標点までの
管状構造物の経路を特定し、内視鏡を経由させるべき経路として決定する。このため、第
１の条件に基づいて、目標領域から所定範囲内に位置するように目標点を抽出し、かつ、
第２の条件に基づいて、経路方向から基準角度範囲内に目標領域の少なくとも一部を含め
ることができるように目標点を抽出することができ、決定された目標点に内視鏡の先端部
を配置すれば、目標点が目標領域の所定範囲内であるため目標領域に良好にアクセス可能
であり、内視鏡の先端部を管状構造物内で管状構造物の経路方向から傾けることによる被
検体の管状構造物への負担を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施の形態となる画像処理装置を含む医療システムの概略構成図
【図２】本発明の実施の形態における画像処理装置の構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態における画像処理方法の処理の流れを示したフローチャート
【図４】管状構造物の木構造の一例を示す図
【図５】管状構造物の擬似３次元画像の一例を示す図
【図６】候補点が条件（１）、（２）を満たすか否かを判別する方法を説明する図
【図７】管状構造物の始点と目標点を結ぶ経路の一例を示す図
【図８】抽出された目標点と目標領域の一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して本発明の画像処理装置の実施の形態を詳細に説明する。図１は本
発明の画像処理装置を含む医療システムの概略構成図である。医療システムは、モダリテ
ィ１、画像保管サーバ２、画像処理ワークステーション３、ネットワーク４、内視鏡５で
構成される。
【００２６】
　モダリティ１には、患者の診断対象となる部位を撮影することにより、その被写体を表
す３次元の医用画像データを生成し、その画像データにＤＩＣＯＭ（Digital Imaging an
d Communications in Medicine）規格で規定された付帯情報を付加して出力する装置が含
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まれる。具体例としては、ＣＴ装置、ＭＲＩ装置などが挙げられる。
【００２７】
　画像保管サーバ２は、モダリティ１で取得された医用画像データや、画像処理ワークス
テーション３で画像処理が施された画像データを画像データベースに保存・管理するコン
ピュータであり、大容量外部記憶装置やデータベース管理用ソフトウェアを備えている。
モダリティ１で撮影された３次元の医用画像データはボリュームデータVとして記憶され
る。
【００２８】
　画像処理ワークステーション３は、ＣＰＵ、主記憶装置３９、補助記憶装置、入出力イ
ンターフェース、通信インターフェース、入力装置（マウス、キーボード等）３７、表示
装置（ディスプレイモニタ）３８、データバス等の周知のハードウェア構成を備え、周知
のオペレーティングシステム等がインストールされたものである。画像処理ワークステー
ション３には不図示のＧＵＩ（Graphical User Interface）が実装されており、ユーザは
、ＧＵＩを利用してモダリティ１や画像保管サーバ２から所望の医用画像データを取得し
たり、各種の指示を入力することができる。さらに、画像処理ワークステーション３は、
取得した医用画像データに対して種々の画像処理を施し、生成した画像を表示装置上に表
示する機能を備えている。
【００２９】
　また、画像処理ワークステーション３は、画像処理装置プログラムをインストールする
ことにより画像処理が実装され、本発明の画像処理装置として機能する。この画像処理プ
ログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に記憶され、もしくはインターネット等のネット
ワークを介して配布され、コンピュータにインストールされる。
【００３０】
　ネットワーク４は、モダリティ１、画像保管サーバ２、画像処理ワークステーション３
の各機器を接続する。ネットワーク４経由での各装置間の通信は、ＤＩＣＯＭ等のプロト
コルに基づいて行なわれる。
【００３１】
　　図２は、画像処理ワークステーション３の機能のうち、本発明の実施形態となる画像
処理装置３に関連する部分のブロック図である。図に示すように、本発明の実施形態とな
る画像処理装置３は、被検体の木構造をなす管状構造物を含む領域を撮影して得られたボ
リュームデータVを、記憶装置３９または画像保管サーバ２等からメモリに取得する画像
取得部３１と、被検体の木構造をなす管状構造物を含む領域を撮影して得られたボリュー
ムデータVから管状構造物を抽出する管状構造物抽出部３２と、ボリュームデータVにおい
て、内視鏡により管状構造物を経由して到達されるべき目標領域を決定する目標領域設定
部３３と、管状構造物の経路上の点のうち、所定の条件を満たす点を、内視鏡の先端部が
到達すべき目標点として抽出する目標点抽出部３４と、管状構造物中の所定の始点から抽
出された目標点までの管状構造物の経路を特定し、内視鏡を経由させるべき経路として決
定する経路決定部３５と、各処理の結果得られた画像を適宜表示装置に表示させる表示制
御部３６で構成される。
【００３２】
　図３は、本実施形態における画像処理方法の流れを説明するフローチャートである。図
３を用いて、本発明の実施形態に係る画像処理方法を用いて、管状構造物である気管構造
物に内視鏡挿入のための経路を決定する方法について説明する。
【００３３】
　まず、ＣＴ装置（モダリティ１）で検査対象の患者（被検者）の胸部を撮影したボリュ
ームデータVが画像保管サーバ２に保管される。内視鏡の気管構造物への挿入をシミュレ
ーションするために、術者は、画像処理ワークステーション３に実装された公知のオーダ
リングシステムの操作端末インターフェースを操作し、検査対象の患者のボリュームデー
タVの取得を要求する。この操作に応じて、画像処理ワークステーション３は画像保管サ
ーバ２に対してボリュームデータVの検索要求を送信し、画像保管サーバ２は、データベ
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ース検索により、患者のボリュームデータVを取得し、画像処理ワークステーション３に
送信する。画像処理ワークステーション３は、画像保管サーバ２から送信されてきたボリ
ュームデータVを記憶装置３９に記憶する（Ｓ０１）。
【００３４】
　次に、ユーザによる指示に応じて、画像処理ワークステーション３で画像処理ソフトウ
ェアを起動して、気管構造物の入り口から目標領域までの内視鏡の挿入経路の抽出処理を
開始する。
【００３５】
　まず、最初に、管状構造物抽出部３２は、ボリュームデータVから患者の気管構造物の
構造を抽出する(Ｓ０２)。ボリュームデータV中の気管構造物は、気管構造物の内部の画
素は空気領域に相当するためＣＴ画像上では低いＣＴ値（画素値）を示す領域として表れ
るが、気管構造物壁は比較的高いＣＴ値を示す円柱あるいは線状（管状）の構造物である
と考えられる。そこで、画素ごとにＣＴ値の分布に基づく形状の構造解析を行なって気管
構造物を抽出する。ここでは、本出願人の先行出願である特開２０１２－２００４０３号
公報と同じ方法で、各画素の画素値に基づいてヘッセ解析を行って気管構造物の主軸方向
を特定し、気管および気管支構造を抽出するものとする（詳細は、本願出願人が出願した
特開２０１２－２００４０３号公報または特開２０１０－２２０７４２号公報などを参照
）。
【００３６】
　なお、管状構造物抽出部３２は、管状構造物を抽出可能なものであれば任意の方法によ
り管状構造物を抽出してよい。また、本実施形態では、管状構造物抽出部３２は、気管及
び気管支構造の中心線を気管構造物の経路として取得し、さらに気管構造物の中心線の位
置ごとに気管または気管支の径を取得して対応付けて記憶する。また、管状構造物抽出部
３２は、周知の方法により、ボリュームデータVから葉間膜を抽出し、抽出した葉間膜を
特定する情報を記憶する。
【００３７】
　そして、抽出した木構造を、開始点・端点・木構造分岐点・エッジ（辺）に分類し、開
始点IN・端点・木構造分岐点をエッジで連結することによって、気管および気管支からな
る気管構造物を表す木構造データTを得る。必要に応じて、木構造の各位置における気管
の径や気管支の径や各エッジの長さ（気管支の分岐部間の長さ）等の特徴量も木構造デー
タTとして格納する。図４に木構造の一例を示す。図４では、分岐点を白丸、端点を黒丸
、エッジを線で表している。
【００３８】
　次に、目標領域設定部３３は、目標領域Rの位置を示す入力を受け付ける。例えば、ボ
リュームデータVから生成された管状構造物を表すボリュームレンダリング画像Mを画像処
理ワークステーション３の表示装置の画面上に表示し、表示された画像上で肺の腫瘍の位
置をマウスなどで囲むことにより目標領域R（図５参照）の位置（中心および大きさ）を
入力する（Ｓ０３）。そして、入力された位置を取得して目標領域Rを設定する。また、
目標領域設定部３３は、周知の方法により設定された目標領域Rに属する各画素の位置を
取得してメモリに記憶し、かつ、各画素の位置に基づいて目標領域Rの重心の座標を算出
してメモリに記憶する。
【００３９】
　なお、本実施形態では、表示制御部３６は、図５に示すように、選択された目標領域R
の確認のために、ボリュームレンダリング画像M上に抽出された気管支領域と目標領域Rを
重畳表示する。また、表示制御部３６は、目標領域Rの選択のために、ボリュームレンダ
リング画像のような擬似３次元画像として気管支領域の表示をすることが好ましく、擬似
３次元画像に併せて気管支の断面画像など所望の画像をさらに比較可能に表示してもよい
。
【００４０】
　次に、目標点抽出部３４は、管状構造物の経路の芯線上にｎ個の候補点Pi（0≦i＜n）
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を等間隔に設定する。そして、管状構造物の経路上の候補点Pi（0≦i＜n）のうち、以下
の条件（１）～（４）を満たす候補点を、内視鏡の先端部が到達すべき目標点Pとして抽
出する（Ｓ０４）。
　（１）候補点Piが目標領域Rから所定範囲L内に位置する
　（２）候補点Piから目標領域Rに向かう向きと、候補点Piから管状構造物の経路の延び
る向きのなす角度である判定角度θが、少なくとも鋭角の所定の角度である基準角度以下
である
　（３）候補点Piと目標領域Rとの間に障害物を有さない
　（４）候補点Piが位置する管状構造物の部分の径が、所定の閾値より小さい
【００４１】
　条件（１）は、目標点Pを目標領域Rから所定範囲L内に設定するためのものである。目
標点Pは、目標領域Rの観察、治療などを行うために内視鏡の先端部を位置させるための点
であるため、目標点は、内視鏡の先端部が目標領域Rの観察や処置等が可能な目標領域Rの
近傍に決定されることが好ましい。このため、所定範囲Lは、内視鏡の先端部により目標
領域Rの観察や処置等の目的が達成できる範囲で、内視鏡の種類や、治療方法、目標領域
の大きさに応じて任意に設定できる。例えば、目標領域Rの切除などを目的とする場合に
は、上述のように目標領域Rの全部が内視鏡先端部からの処置具の到達可能範囲に含まれ
るように、所定範囲を設定することが好ましい。例えば、候補点Piと目標領域R内の最も
遠い点との距離が、処置具の伸びる最大距離である所定距離以下となるように条件（１）
を設定することが考えられる。また、目標領域Rへの観察、投薬、目標領域のサンプル採
取などを目的とする場合には、目標領域Rの少なくとも一部が内視鏡先端部からの処置具
の到達可能範囲に含まれるように所定範囲を設定することが好ましい。例えば、候補点Pi
と目標領域R内の最も近い点との距離が、処置具の伸びる最大距離である所定距離以下と
なるように条件（１）を設定することが考えられる。
【００４２】
　本実施形態では、条件（１）を、経路上の点が、目標領域Rと候補点Piとの最も近い距
離Liが所定の範囲L以下であるか否かにより判定する。また、本実施形態においては、目
標点抽出部３４は、経路上の候補点P0～PNから、条件（１）を満たす点が複数ある場合に
、条件（１）を満たす点として目標領域R内の点と最も距離が近い候補点Piから順に抽出
する。
【００４３】
　図６は、本実施形態における条件（１）の判定方法を説明する図である。なお、図６は
、説明のために目標領域Rの位置、サイズ、管状構造物の形状などを簡略化した図である
ため、管状構造物の枝の配置や大きさなどは、図５とは適宜異ならせている。また、図６
において、目標領域Rに含まれる画素のうち、候補点Piとの距離が最小である画素をRiと
して示す。図６に示すように、本実施形態において、所定の範囲Lは、目標領域Rと候補点
Piとの最も近い距離Liが、所定の範囲L以下であるように設定されている。また、所定の
範囲Lが、処置具の最大到達長さLmax（処置具が内視鏡の先端から伸びる最大長さ）以上
の長さに設定されている。このように、所定の範囲Lを処置具の最大到達長さLmax以上に
なるように設定した場合には、目標領域Rの少なくとも一部に処置具が到達可能であるよ
うに目標点Pを抽出することができる。
【００４４】
　また、上記実施形態に限定されず、例えば、条件（１）を、目標領域Rと候補点Piとの
最も大きい距離が、所定の範囲L以下になるように設定してもよい。また、所定の範囲Lが
処置具の最大到達長さLmax以上になるように設定することが好ましく、この場合には、処
置具が目標領域Rの全体に好適に届く可能性が高い。なお、所定の範囲Lを、目標領域Rの
全体に内視鏡の先端部が到達可能な距離となるように決定できる任意の方法で決定するこ
とにより、同効果を得られる。
【００４５】
　条件（２）は、目標点Pから目標領域Rにアクセスする際に、内視鏡の先端部を経路に対
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して大きく傾ける必要がない位置（少なくとも内視鏡の先端部を経路方向に対して直角以
上に傾ける必要がない位置）に、目標点Pを設定するためのものである。
【００４６】
　条件（２）において、「経路上の点から目標領域に向かう向き」は、経路上の点から目
標領域内の所定の点に向かう向きを意味し、目標領域内の所定の点は、目標領域内に位置
するものであれば任意の点としてよい。また、「経路上の点から管状構造物の経路の延び
る向き」は、管状構造物の経路に沿って管状構造物の始点から離れる向き（木構造の起始
部から離れる向き）を意味する。本実施形態では、図６に示すように、目標領域内の所定
の点を目標領域の重心RCとし、経路上の各候補点Piにおいて、Piから重心RCに向かうベク
トルと、経路の延びる向きに向かう候補点Piにおける接線ベクトルとの角度を判定角度θ
とする。
【００４７】
　また、本実施形態では、条件（２）において、管状構造物の径が小さいほど判定角度が
小さくなるように、管状構造物の径に応じて基準角度を異ならせている。木構造をなす管
状構造物においては、気管支などの管状構造物の径が細くなるほど、内視鏡と管状構造物
との間の間隙が小さくなり、管状構造物の径が細くなるほど、管状構造物の経路に対する
内視鏡先端部の傾きを大きくすることによる管状構造物への負担が大きくなると考えられ
る。このため、管状構造物の径が細くなるほど、管状構造物の経路方向に対する内視鏡先
端部の傾きを小さくすることが好ましいと考えられる。このため、管状構造物の径が小さ
いほど基準角度が小さくなるように、管状構造物の径に応じて基準角度を異ならせること
により、管状構造物の内壁に内視鏡が押し当てられることによる負担を適切に軽減して目
標点Pを設定することができる。
【００４８】
　また、条件（２）において、内視鏡の先端部と管状構造物の内壁との間の間隙をより正
確に表すことができるため、管状構造物の径として管状構造物の内径を用いることが好ま
しい。
【００４９】
　なお、「基準角度」は、内視鏡先端部の屈曲による管状構造物に負担を十分小さくでき
るものであれば、鋭角の範囲内で目的に応じた任意の角度を設定してよい。また、任意の
条件に応じて基準角度を複数設けてもよい。
【００５０】
　例えば、条件（２）において、管状構造物の径が、管状構造物の径が内視鏡の径と略同
一であると考えられる内視鏡の径の１倍以上の所定倍率以上である場合には、基準角度と
して第１の基準角度が用いられ、管状構造物の径が、内視鏡の径の所定倍率より小さい場
合には、基準角度として第１の基準角度より小さい第２の基準角度が用いられることが好
ましい。
【００５１】
　本実施形態では、内視鏡の半画角をωとすると、条件（２）を、管状構造物の内径が内
視鏡先端部の径の１．０５倍以上である場合には、判定角度θが第１の基準角度θ１（＝
ω＋５°）以下であり、管状構造物の内径が内視鏡先端部の径の１．０５倍より小さけれ
ば、判定角度θが第２の基準角度θ２（＝ω）以下であるとする。また、ユーザの入力を
受け付けて、第２の基準角度θ２を、θ２’＝ω＋２．５°に切り替えることが可能であ
る。
【００５２】
　上記のように、管状構造物の径が内視鏡の径と略同一であると考えられる所定倍率より
小さい場合に、第２の基準角度θ２を内視鏡の半画角ωとした場合には、目標点において
、内視鏡先端部を傾けなくても内視鏡の視野内に目標領域Rが含めることができる。
【００５３】
　また、管状構造物の柔軟性などの特性によって、経路方向に対して内視鏡先端部を角度
θｋだけ傾けることが許容できることが既知である場合には、許容角度θｋを用いて、第
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２の基準角度を、許容角度θｋ（ここでは２．５度）と半画角ωとの和とすることが好適
である。この場合には、内視鏡先端部を管状構造物の経路から傾けることができる角度を
適切に反映して、目標点Pから目標領域Rにアクセスする際に、内視鏡先端部を経路から無
理なく傾けられる角度範囲内でアクセス可能となるように目標点Pを設定することができ
る。
【００５４】
　また、管状構造物の径が内視鏡の径より十分大きいと考えられる所定倍率以上の場合に
も、管状構造物の径に応じて、経路方向に対して内視鏡先端部を角度θｋ１だけ傾けるこ
とが許容できることが既知である場合には、許容角度θｋ１を用いて、第１の基準角度を
内視鏡の半画角ωと許容角度θｋ１（ここでは５度）の和とすることが好適である。この
場合にも、内視鏡先端部を管状構造物の経路から傾けることができる角度を適切に反映し
て、内視鏡先端部を経路から無理なく傾けられる角度範囲内でアクセス可能となるように
目標点を設定することができる。
【００５５】
　なお、本実施形態に限定されず、条件（２）の所定倍率を、管状構造物の径が内視鏡の
径と略同一であると考えられ、内視鏡の径の１倍以上であれば任意の倍率とすることがで
き、例えば、所定倍率は、内視鏡の径の１倍から１．５倍の範囲内の倍率であることが好
ましく、内視鏡の径の１倍から１．２倍の範囲内の倍率であることが更に好ましく、内視
鏡の径の１倍から１．１倍の範囲内の倍率としてもよい。
【００５６】
　また、判定角度θが、目標領域Rの切除などを行う場合には、目標領域Rの全体に処置具
を到達させるために、処置具が到達可能な角度範囲に目標領域Rの全体が含まれるように
、基準角度を設定することが好ましい。処置具は、内視鏡の先端部の光軸方向とほぼ同じ
方向に伸びると考えられるため、例えば、条件（２）において、管状構造物の経路の延び
る向きと、候補点Pから目標領域R内の点に向かう向きのなす最大角を判定角度θとし、基
準角度を、経路方向に対して内視鏡先端部を傾けることが許容できる既知の角度θｋ２以
下とすることが好ましい。また、上記のような許容角度が得られない場合であっても、経
路方向に対して内視鏡先端部を傾ける角度は小さい方が好ましいと考えられるため、例え
ば、基準角度を６０度以下とすることが好ましく、基準角度４５度以下とすることが好ま
しい。このように、条件（２）を、基準角度を小さくするように設定するほど、内視鏡先
端部を目標点に位置させた場合に、管状構造物の経路からの内視鏡先端部の傾きを小さく
維持しつつ、目標点から目標領域Rにアクセスすることが可能である。
【００５７】
　また、上記実施形態では、内視鏡の径と管状構造物の径の比を用いて基準角度を決定す
ることにより、条件（２）において、管状構造物内における管状構造物の内壁と内視鏡と
の間の間隙を適切に反映できる。また、内視鏡の径として内視鏡先端部の径を用いた場合
には、管状構造物内における管状構造物の内壁と内視鏡との間の間隙をより正確に反映で
きるため好ましい。
【００５８】
　条件（３）は、目標点Pから目標領域Rにアクセスする際に、目標領域Rの観察や治療な
どを妨げる障害物がない位置に目標点Pを設定するためのものである。本実施形態では、
候補点Piと目標領域Rの間に葉間膜が存在する場合には、条件（３）を満たさないと判断
し、候補点Piと目標領域Rの間に葉間膜が存在しない場合には、条件（３）を満たすと判
断する。なお、本実施形態に限定されず、条件（３）の判定のために、障害物の有無を判
別可能な周知の方法を用いることができ、例えば、特開２００８－２９６９４号公報に記
載された方法により障害物を判定してもよい。
【００５９】
　条件（４）は、損傷を避けたいなど種々の理由により目標点Pの設定を避けたい経路部
分を除いた位置に、目標点Pを設定するためのものである。本実施形態では、気管支のよ
うに木構造をなす管状構造物は、木構造の起始部から末端部分に向かうにつれて徐々に径
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が細くなるという特質を利用して、目標点Pの設定を避けたい所望の管状構造物部分（除
外部分）を、この除外部分の径により特定し、上記除外部分の径と等しくなる管状構造物
の部分には、目標点Pを設定しないように条件（４）を設定する。本実施形態においては
、主気管支の平均的な径を、目標点Pにおける管状構造物部分の上限値として用い、径が
上限値以下の経路部分に目標点Pを設定可能にすることにより、気管または主気管支など
の損傷を避けたい（目標点Pの設定を避けたい）除外部分を除いた位置に、目標点Pを設定
することができる。
【００６０】
　また、条件（４）において、内視鏡の径を、目標点Pにおける管状構造物部分の径の下
限値として用い、内視鏡の径より小さい径の経路部分に目標点Pを設定不可能にしてもよ
い。この場合には、内視鏡が入り込めない細い気管支部分を除いた位置に、目標点Pを設
定することができる。また、目標点Pにおける管状構造物部分の径に上限値と下限値の両
方を設けてもよい。
【００６１】
　次に、目標点抽出部３４は、候補点Piにおける判定角度θを算出し、条件（２）の判定
を行う。図６に示すように、判定角度θは、候補点Piから目標領域Rの重心RCに向かうベ
クトルと、候補点Piにおける接線に平行で、管状構造物の伸びる向きに向かうベクトルと
の角度として算出される。
【００６２】
　目標点抽出部３４は、候補点Piの位置する部分の管状構造物の径を取得し、管状構造物
の径が内視鏡の径の１．０５倍以上であれば、判定角度θが第１の基準角度θ１以下であ
るか否かを判定し、管状構造物の径が内視鏡の径の１．０５倍より小さいものであれば、
判定角度θが第２の基準角度θ２以下であるか否かを判定する。そして、候補点Piにおけ
る判定角度θが第１の基準角度θ１または第２の基準角度θ２以下であれば、条件（２）
を満たしていると判断する。そして、候補点Piが条件（２）を満たしていると判断した場
合には、この候補点Piが条件（３）を満たすか判定する。そして、候補点Piが条件（３）
を満たしている場合には、この候補点Piが条件（４）を満たすか判定する。
【００６３】
　目標点抽出部３４は、候補点Piが条件（１）～（４）のいずれか１つでも満たさない場
合には、候補点Piについての条件（１）～（４）の判定を終了し、条件（１）～（４）の
いずれも判定されていない残りの候補点について、上記のように、条件（１）～（４）の
判定を繰り返す。そして、条件（１）～（４）を全て満たす候補点Piが抽出されると、そ
の候補点Piを目標点Pとして抽出する。また、本実施形態では、目標点抽出部３４は、所
定数の目標点Pを抽出するように構成されており、目標点が所定数である３つ抽出される
まで、上記条件（１）～（４）を満足する候補点Piを抽出する。以下、抽出された３つの
目標点を抽出された順に、PA、PB、PCと記載する。なお、目標点PA、PB、PCは、本実施形
態では互いに異なる枝に抽出されたものとして説明するが、目標点PA、PB、PCは、同じ枝
に位置するものとして抽出されてもよい。
【００６４】
　このように、条件（１）を満たす点として、目標領域Rに最も距離が近い候補点Piを抽
出し、条件（１）を満たす候補点のうち、他の条件（ここでは条件（２）から（４））を
満たす候補点を目標点として抽出した場合には、目標点Pを目標領域Rのできるだけ近傍に
決定することができ、内視鏡の先端部を目標点Pに配置した場合、目標領域Rに好適にアク
セスすることできる。なお、本実施形態によれば条件（１）を満たす点として、目標領域
Rに最も距離が近い候補点Piを抽出しているので、条件（２）から（４）を満たす候補点P
iのうち、目標領域Rに最も距離が近い順に目標点が抽出され、目標点PA、PB、PCは、この
順に目標領域Rとの距離が大きくなっている。
【００６５】
　経路決定部３５は、管状構造物中の所定の始点から抽出された目標点までの管状構造物
の経路を特定し、内視鏡を経由させるべき経路として決定する（Ｓ０５）。
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【００６６】
　ここでは、経路決定部３５は、仮想の内視鏡が気管支の入り口INから管内を通過して目
標領域Rに到達する代表的な複数の経路を木構造データTに基づいて抽出する。もし、目標
領域Rが腫瘍のようにある程度の大きさがある場合、目標領域Rの近傍には互いに異なる枝
における目標点PA、PB、PCが抽出され、各目標点PA、PB、PCごとに、気管支の入り口から
目標領域Rに達する経路も複数存在する場合がある。経路決定部３５は、目標領域Rに接続
する気管支の経路上に対応する木構造データT上の目標点PA、PB、PCを取得して、気管支
の入り口に該当する木構造データTの開始点INから目標点PA、PB、PCまでの経路を、木構
造データTをベースに探索する。なお、経路の探索には、従来から行われている種々の経
路探索法を用いることができる。
【００６７】
　表示制御部３６は、気管支の木構造データTに基づいて、気管および気管支をボリュー
ムレンダリングした気管構造物レンダリング画像を生成し、この気管構造物レンダリング
画像Mとする。そして、図７に示すように、気管構造物レンダリング画像Mに、決定された
経路を重畳表示させる（Ｓ０６）。図７に気管構造物レンダリング画像Mの一例を示し、
図８に、断層画像中において、目標点Pと目標領域Rを重畳表示した画像を示す。図８に示
す目標点Pに内視鏡の先端部を配置した場合、目標点Pから経路の延びる方向に処置具を伸
ばすことにより、目標領域Rに好適にアクセスすることができるように目標点Pが抽出され
ていることが好ましい。
【００６８】
　以上、本実施形態によれば、条件（１）を満たすように目標点を決定することにより、
管状構造物にアクセスしやすい近傍の範囲に目標点を決定することができる。また、条件
（２）を満たすように目標点を決定することにより、目標点に内視鏡の先端部を配置して
目標領域Rにアクセスする際に、内視鏡の先端部を管状構造物の経路に対して傾ける角度
を少なくとも鋭角に維持できる。このため、条件（１）と（２）の両方を満たすように目
標点を決定することにより、決定された目標点に内視鏡の先端部を配置することにより、
目標領域Rに向かって所望のアクセスをするために内視鏡先端部を経路に対して傾けるこ
とによる、管状構造物の負担を低減することができる。
【００６９】
　例えば、従来の方法では、条件（２）のように、内視鏡先端部を経路に対して傾けるこ
とによる管状構造物の負担を軽減するように目標点を抽出するものはなかったため、例え
ば、図６に示す目標領域Rに最も近接する候補点Piが目標点として抽出されることが生じ
ていた。しかしながら、図６に示す候補点Piに内視鏡の先端部を位置させた場合には、観
察や治療のために例えば目標領域Rの重心に内視鏡先端部を向けるためには、管状構造物
の枝の末端の細い部分で内視鏡先端部を経路の伸びる方向に対してほぼ垂直に傾ける必要
があり、管状構造物に大きな負担を与える可能性が高いと考えられる。本実施形態によれ
ば、条件（２）を満たすように目標点を抽出しているため、目標点PA、PB、PCのいずれに
内視鏡先端部を配置しても、管状構造物内で内視鏡先端部を傾けることが許容される角度
範囲内に内視鏡先端部の方向を維持しつつ、内視鏡の視野内に目標領域Rを好適に捉えて
、目標領域Rのサンプル採取などの所望のアクセスを行うことができる。
【００７０】
　また、条件（３）を満たすように目標点を決定することにより、視界を遮り、処置の障
害となる障害物を避けるように、目標点を決定できるため、決定された目標点から内視鏡
による目標領域の観察や処置などを好適に行うことができる。
【００７１】
　また、条件（４）を満たすように目標点を決定することにより、目標点Pの設定を避け
たい管状構造物の部分を除いた位置に、目標点を抽出することができ、より安全な経路を
設定できる。また、条件（４）以外の方法であっても、目標点が損傷を避けるべき所定の
管状構造物部分を除くように決定できるものであればいかなる方法を用いてもよい。
【００７２】
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　例えば、目標点抽出部３４は、条件（４）に換えて、以下の条件（５）または条件（６
）を用いてもよい。
　（５）候補点Piが位置する管状構造物の部分が、管状構造物の損傷を避けるべき所定の
部分に属さない
　（６）候補点Piが位置する管状構造物の部分の壁厚が、所定の範囲内である
【００７３】
　上記実施形態において、条件（５）において、気管および主気管支を目標点Pの設定を
避けたい所定の部分として設定した場合には、条件（４）と同様に、目標点Pの設定を避
けたい経路部分を除いた位置に、目標点Pを設定することができる。
【００７４】
　また、条件（５）を用いる場合には、管状構造物抽出部３２は、抽出された管状構造物
を、周知の管状構造物のモデル構造と比較するなど周知の方法により複数の区域に分けて
記憶する。そして、目標点抽出部３４は、予め記憶しておいた除外すべき特定区域に基づ
いて、条件（５）において、複数の区域のうち、管状構造物の経路から特定の区域を除い
た区域においてのみ、目標点Pを抽出するようにすることが考えられる。
【００７５】
　また、上記実施形態において、目標点抽出部３４が、候補点Piの位置する管状構造物の
部分の壁厚を取得するものとし、上記（４）に換えて、条件（６）を用いてもよい。気管
支のように木構造をなす管状構造物は、木構造の起始部から末端部分に向かうにつれて徐
々に壁厚が小さくなるという特質を利用して、目標点Pの設定を避けたい所望の管状構造
物部分（除外部分）を、この除外部分の壁厚により特定し、上記除外部分の壁厚と等しく
なる管状構造物の部分には、目標点Pを設定しないように条件（６）を設定することが考
えられる。例えば、主気管支の平均的な壁厚を、目標点Pにおける管状構造物部分の上限
値として用い、壁厚が上限値以下の経路部分に目標点Pを設定可能にすることにより、条
件（４）と同様に、気管または主気管支などの損傷を避けたい（目標点Pの設定を避けた
い）除外部分を除いた位置に、目標点Pを設定することができる。
【００７６】
　また、目標点抽出部３４は、目標点を抽出するための条件として、任意の条件を設定し
てよい。例えば、条件（１）～（６）の全てを用いてもよく、条件（１）～（６）のいず
れか１つのみを用いてもよく、条件（１）～（６）から任意に選択される１つ以上の条件
を組み合わせて用いて目標点を抽出してよく、上記条件以外のさらなる条件をさらに組み
合わせて用いて目標点を抽出してもよい。また、各条件を任意の順番で判定してよい。ま
た、目標点を１つだけ抽出してもよく、複数の目標点を抽出してもよい。
【００７７】
　また、上記の実施形態において、目標点抽出部３４が、管状構造物を区分する複数の区
域のうち、目標領域Rと最も近接する区域を特定し、特定された区域内のみにおいて、目
標点を抽出してもよい。この場合には、目標点を抽出するための計算負荷および計算時間
を低減することができ好ましい。
【００７８】
　上記場合に、管状構造物抽出部３２は、管状構造物を区分する任意の方法により管状構
造物を区分することができる。例えば、気管構造物の場合には、主気管支と、右肺（主気
管支を除く）に含まれる気管支部分と、左肺（主気管支を除く）に含まれる気管支部分と
の３つの区域と区分してもよく、右肺の上葉、右肺の中葉、右肺の下葉、左肺の上葉、左
肺の下葉にそれぞれ含まれる気管支部分をそれぞれ１つの区域としてもよい。
【００７９】
　また、目標点抽出部３４を複数の目標点を抽出するように構成し、その複数の目標点に
対して、内視鏡の先端部を位置させるために好ましい目標点であるか否かを判断できる任
意の条件に基づいてスコアを算出するようにし、スコアに基づいて目標点に優先順位を設
けてもよい。例えば、上記条件（１）～（６）のような複数の観点に基づいて、目標領域
Rと目標点P間の距離が小さい目標点ほど優先順位を高くする、または、判定角度が小さい
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目標点ほど優先順位を高くするなど、周知の種々の方法によりそれぞれスコアを算出し、
算出された複数のスコアを重み付け加算して、加算したスコアに基づいて目標点Pに優先
順位を付けてもよい。
【００８０】
　例えば、上記実施形態において、条件（２）を満たす点として、判定角度θができるだ
け小さい候補点Piを抽出し、条件（２）を満たす点のうち他の条件（例えば、条件（１）
、（３）および（４））を満たす点を目標点Pとして抽出し、目標点Pを所定数抽出して、
判定角度の小さい順に優先順位を付けてもよい。この場合には、抽出された目標点Pを内
視鏡の先端部を目標点Pに配置した場合、目標領域Rに内視鏡先端部を向けるために、管状
構造物内で内視鏡先端部を経路から傾ける傾きを好適に小さくすることができ、内視鏡の
先端部を管状構造物内で傾けることによる被検体の管状構造物への負担を好適に低減でき
る。
【００８１】
　また、経路決定部３５は、複数の目標点に対してそれぞれ異なる経路が得られる場合に
、内視鏡を通過させるために好ましい経路であるか否かを判断できる任意の条件に基づい
て経路のスコアを算出し、スコアに基づいて経路に優先順位を設けてもよい。例えば、経
路の分岐部が曲がっている角度等に基づいて、経路の途中に大きく屈曲した部分を含む場
合に優先順位が低くなるようにスコアを設定することが考えられる。また、例えば、経路
の長さが長いほど優先順位が低くなるようにスコアを設定してもよい。また、複数の観点
によるスコアを重み付け加算して、加算したスコアに基づいて経路に優先順位を付けても
よい。
【００８２】
　また、目標点についてのスコアと、その目標点を含む経路についての上記経路のスコア
を重み付け加算したさらなるスコアに基づいて、各目標点を含む経路ごとに、優先順位を
設けてもよい。
【００８３】
　上記の各実施形態はあくまでも例示であり、上記のすべての説明が本発明の技術的範囲
を限定的に解釈するために利用されるべきものではない。
【００８４】
　この他、上記の実施形態におけるシステム構成、ハードウェア構成、処理フロー、モジ
ュール構成、ユーザインターフェースや具体的処理内容等に対して、本発明の趣旨から逸
脱しない範囲で様々な改変を行ったものも、本発明の技術的範囲に含まれる。
【００８５】
　また、画像処理装置３は、複数台のコンピュータにより、上記各部としての機能を分担
する構成としてもよい。また、入力装置、ディスプレイ等、システムを構成する装置とし
ては、公知のあらゆる装置を採用することができる。
【符号の説明】
【００８６】
１　　　モダリティ
２　　　画像保管サーバ
３　　　画像処理ワークステーション
４　　　ネットワーク
５　　　内視鏡
３１　　画像取得部
３２　　管状構造物抽出部
３３　　目標領域設定部
３４　　目標点抽出部
３５　　経路決定部
３６　　表示制御部
IN　　　入り口（開始点）
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M　　　 擬似３次元画像
R　　　 目標領域
T　　　 木構造データ
V　　　 ボリュームデータ
判定角度　　　　　　　　θ
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